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〈 事業評価の位置付け 〉

• 「行政機関が行う政策の評価に関する法律」 (行政評価法：平成14年4月1日施行） に基
づく政策評価として実施

• 国土交通省が所管する全ての公共事業を対象（維持・管理、災害復旧に係る事業等を
除く）として、事業の実施を決定する前（事前）及び決定後（事後）に評価を実施

• 官庁営繕事業にあっては「新営事業」を対象

〈 官庁営繕事業の事業評価（流れ）〉

１．事業評価の概要

新規事業
採択時評価

再評価 事後評価

（新規事業採択） （完了）（着工）

（３年間未着工）

（５年間継続中） （再評価後３年間継続中） （完了後
２年間経過後）

「事業評価小委員会※」で審議
「事業評価監視委員会」で審議※ 社会資本整備審議会建築分科会官公庁施設部会に設置
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※※ 評価手法については、「評価手法研究委員会」で審議



②事業計画の合理性

同等の性能が得られる代替案の有無を検討

・想定できない場合

・想定できる場合で、経済比較の結果、

代替案より事業案が経済的な場合

⇒いずれかの場合、１００点

①事業計画の必要性

現在使用中の建物の状況を評価

⇒１００点（評点）以上の場合、

必要性ありと評価

その他、

…などの項目について評価

現在使用中の建物に問題が多い
ほど評点が高い

事業計画

建替
（新営）

③事業計画の効果

・Ｂ１（業務を行うための基本機能）
⇒１００点（評点）以上であることを確認
・Ｂ２（施策に基づく付加機能）
⇒事業の特性に合致した施策が計画されて
いることを確認

【B1】（基本）

都市計画
等に適合

適切な規模
執務に必要な
空間・機能

敷地の位置・
規模が適切

【B2】（施策）
緑化の推進 自然エネルギー利用

ユニバーサル
デザイン

防災性の確保

地域防災へ
貢献

施策に基づき推進することが望ましい
機能をどの程度付加する計画か確認
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狭 あ い

老 朽

既存部分
の改修

不足分
の増築

代替案A 代替案B

民間ビル
への入居

施設の不備

（耐震性能の不足等）

分 散借用返還 地域連携

法令等 立地条件不良

費用（ＬＣＣ）を比較

【代替案が想定できる場合（例）】

業務を行うために必要な機能を満たす
計画であることを確認

２．事後評価の手法


